
一般会計事業別査定額（主な事業）
（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

1 議会運営事業 議会総務課
本会議・委員会等の運営に
要する経費です。

264,811 255,357 269,524 269,524 4,713 14,167 0

2 議会会議録調製事業 議会総務課
会議録の調製、会議録検
索システムの運営等に要
する経費です。

15,058 15,082 14,944 14,944 △ 114 △ 138 0

3 秘書業務経費 秘書課
市長及び副市長の秘書業
務並びに栄典表彰事務に
要する経費です。

15,829 15,192 15,101 14,901 △ 928 △ 291 △ 200
市長の判断で減額としま
す。

4 人事管理事業 人事課
人事給与システムの運用
管理及び職員採用等、人
事管理に要する経費です。

8,648 10,810 10,747 10,747 2,099 △ 63 0

5 職員研修事業 人事課

派遣研修・共同研修をはじ
め、職員の資質向上を図る
ための職員研修に要する
経費です。

5,168 4,942 4,929 4,929 △ 239 △ 13 0

6 職員福利厚生事業

人事課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

労働安全衛生法に基づく職
員健康診断や業務に必要
な被服の貸与等、職員の
福利厚生に要する経費で
す。

8,256 7,087 7,074 7,074 △ 1,182 △ 13 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 1 / 39
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（D）
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比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

7 入札参加事務事業 契約検査課
入札事務及び県電子入札
の運営に要する経費です。

2,542 1,452 1,395 1,395 △ 1,147 △ 57 0

8 広報発行事業 シティプロモーション課
市民へ公平に情報を提供
する広報紙の発行に要す
る経費です。

23,036 21,786 21,553 21,553 △ 1,483 △ 233 0

9 ホームページ事業 シティプロモーション課
行政情報等を提供するた
めの市ホームページの運
営に要する経費です。

1,167 2,572 2,548 2,548 1,381 △ 24 0

10 データ放送配信事業 ○ シティプロモーション課

テレビ埼玉のデータ放送に
久喜市の行政情報及び防
災情報を掲載するための
経費です。

0 654 648 648 648 △ 6 0

11 法規管理事業

庶務課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

例規集等の法規関係全般
の管理に要する経費です。

7,688 5,849 5,546 5,546 △ 2,142 △ 303 0

12 文書管理事業

庶務課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

郵送事務等の文書事務の
管理に要する経費です。

37,839 39,575 38,032 38,032 193 △ 1,543 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 2 / 39
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13
ファイリングシステム維持管理事
業

公文書館

情報公開等に的確に対応
するための公文書の整理
や保管を行う全庁的なファ
イリングシステムの維持管
理に要する経費です。

1,834 1,845 1,819 1,819 △ 15 △ 26 0

14 会計管理業務経費 出納室
会計管理業務に関する一
般事務に要する経費です。

24,049 25,050 23,049 23,049 △ 1,000 △ 2,001 0

15 市有財産維持管理事業

管財課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

市で所有する公有財産の
維持管理に係る経費です。

34,928 122,339 82,081 82,081 47,153 △ 40,258 0

16 低公害車購入事業 管財課
低公害車の購入に要する
経費です。

36,831 22,582 22,452 22,452 △ 14,379 △ 130 0

17 本庁舎耐震化整備事業 管財課
本庁舎耐震補強及び改修
工事に要する経費です。

0 448,808 448,808 448,808 448,808 0 0

18 旧寺田ポンプ場解体事業 ○ 菖蒲総務管理課
旧寺田ポンプ場解体工事
に要する経費です。

0 54,276 22,028 20,997 20,997 △ 33,279 △ 1,031
事業内容及び事業費を精
査した結果、減額としま
す。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 3 / 39
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19 本多静六博士顕彰事業 企画政策課

郷土の偉人である本多静
六博士の功績等を紹介す
る顕彰事業を実施する経費
です。

470 1,125 1,111 1,111 641 △ 14 0

20 シティプロモーション推進事業 シティプロモーション課
シティプロモーションの推進
に要する経費です。

291 9,157 5,261 5,017 4,726 △ 4,140 △ 244
市長の判断で減額としま
す。

21 久喜市ダントツ戦略本部事業 ○ 企画政策課

市を魅力ある県東北部の
拠点都市として発展させる
ために、研究する課題や、
まちづくりのヒントを得るた
めにダントツ戦略本部を設
置する経費です。

0 182 181 310 310 128 129
市長の判断で増額としま
す。

22 ふるさと納税寄附金推進事業 ○ 企画政策課
ふるさと納税寄附金をした
方へ、市内の特産品など、
お礼の品を贈るものです。

0 6,650 6,650 6,650 6,650 0 0

23 住民情報システム維持管理事業 管財課

住民情報システムの適正
な管理、運用によるシステ
ム全体の維持管理に要す
る経費です。

129,174 132,636 131,557 131,557 2,383 △ 1,079 0

24
社会保障・税番号制度対応シス
テム改修事業

管財課

行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
（マイナンバー法）に対応す
るため、既存システムの改
修等に要する経費です。

139,300 180,565 185,579 185,579 46,279 5,014 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 4 / 39
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25
統合型地理情報システム構築事
業

○ 管財課
統合型地理情報システム
の構築に要する経費です。

0 21,000 0 21,000 21,000 0 21,000
市長の判断で要求どおり
とします。

26
内部情報系システム機器更新事
業

○ 管財課

内部情報系システム（ＬＡＮ
システム、ＷＡＮシステム、
共通基盤システム）の機器
更新に要する経費です。

0 70,646 68,014 68,014 68,014 △ 2,632 0

27 人権事業振興補助事業 人権推進課

同和問題完全解消のた
め、諸活動及び各種研修
会等実施の補助に要する
経費です。

2,600 2,450 2,450 2,450 △ 150 0 0

28 人権尊重事業

人権推進課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

基本的人権の尊重と平和
の啓発に要する経費です

4,554 4,741 4,891 4,891 337 150 0

29 女性議会開催事業 ○ 人権推進課
女性議会の開催に要する
経費です。

0 141 141 141 141 0 0

30 久喜総合文化会館事業 生活安全課
久喜総合文化会館の管理
運営（指定管理）に関する
経費です。

129,058 130,584 128,633 128,633 △ 425 △ 1,951 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 5 / 39
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31 公文書館管理事業 公文書館
公文書館の施設や整備の
適切な維持に要する経費
です。

8,112 8,267 8,194 8,194 82 △ 73 0

32 公文書館２階中間庫等改修事業 ○ 公文書館

公文書館2階の会議室1・会
議室2・倉庫（いずれも仮活
用）を、本来予定されてい
た中間庫に改修して活用等
ができるようにするための
経費です。

0 4,100 0 0 0 △ 4,100 0

33 自治行政区運営事業

自治振興課
菖蒲市民課
栗橋市民課
鷲宮市民課

自治行政区の運営に要す
る経費です。主な内容は、
区長・区長代理の報酬及び
区運営費補助金です。

100,740 101,173 101,170 101,170 430 △ 3 0

34 コミュニティ助成事業 自治振興課

コミュニティ活動に助成を行
うことにより、コミュニティの
健全な発展を図る経費で
す。

22,500 29,700 27,200 27,200 4,700 △ 2,500 0

35 コミュニティ施設管理事業
菖蒲市民課
栗橋市民課
鷲宮市民課

コミュニティセンターの管理
に要する経費です。

42,076 38,677 33,764 33,764 △ 8,312 △ 4,913 0

36 コミュニティ施設耐震化整備事業 鷲宮市民課
鷲宮東コミュニティセンター
の耐震化に要する経費で
す。

270 169,515 165,706 165,706 165,436 △ 3,809 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 6 / 39
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37
ボートピア栗橋環境整備協力費
活用事業

企画政策課
ボートピア栗橋環境整備協
力費の活用に係る交付金
です。

53,000 50,000 50,000 50,000 △ 3,000 0 0

38
鷲宮西コミュニティセンター駐車
場拡張事業

○ 鷲宮市民課
鷲宮西コミュニティセンター
駐車場の拡張に要する経
費です。

0 31,727 17,122 17,122 17,122 △ 14,605 0

39 防犯灯管理事業

生活安全課
菖蒲市民課
栗橋市民課
鷲宮市民課

防犯灯の管理に要する経費です。47,756 62,428 61,998 61,998 14,242 △ 430 0

40 交通安全施設整備事業

生活安全課
道路河川課
菖蒲市民課
菖蒲建設課
栗橋市民課
栗橋建設課
鷲宮市民課
鷲宮建設課

安全で安心した道路交通
環境のための交通安全施
設の整備に要する経費で
す。

29,520 26,415 26,081 26,081 △ 3,439 △ 334 0

41 ゾーン３０推進事業 菖蒲建設課

最高速度30キロの区域規
制を中心とした総合的な安
全対策を推進し、歩行者・
自転車の安全な生活道路
を確保する経費です。

19,436 5,800 5,681 5,681 △ 13,755 △ 119 0

42 道路ストック附属物修繕事業

道路河川課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

道路附属物の修繕業務に
要する経費です。

5,600 14,760 14,760 14,760 9,160 0 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 7 / 39
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43 デマンド交通運行事業 生活安全課
デマンド交通の運行に要す
る経費です。

44,010 40,320 39,558 39,558 △ 4,452 △ 762 0

44 菖蒲総合支所庁舎管理事業 菖蒲総務管理課
菖蒲総合支所庁舎の管理
に要する経費です。

48,696 46,122 44,097 44,097 △ 4,599 △ 2,025 0

45 栗橋総合支所庁舎管理事業 栗橋総務管理課
栗橋総合支所庁舎の管理
に要する経費です。

32,335 30,615 30,357 30,357 △ 1,978 △ 258 0

46 鷲宮総合支所庁舎管理事業 鷲宮総務管理課
鷲宮総合支所庁舎の管理
に要する経費です。

53,117 50,690 50,439 50,439 △ 2,678 △ 251 0

47 菖蒲総合支所公用車管理事業 菖蒲総務管理課
菖蒲総合支所所管の公用
車の維持管理に要する経
費です。

9,510 9,562 9,489 9,489 △ 21 △ 73 0

48 栗橋総合支所庁舎外部改修事業 栗橋総務管理課
栗橋総合支所庁舎の老朽
化に伴う整備に要する経費
です。

31,095 9,251 9,083 9,083 △ 22,012 △ 168 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 8 / 39
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49 菖蒲総合支所LED照明整備事業 ○ 菖蒲総務管理課
菖蒲総合支所の照明の
LED化に要する経費です。

0 9,920 0 0 0 △ 9,920 0

50
菖蒲総合支所庁舎エレベーター
改修事業

○ 菖蒲総務管理課
菖蒲総合支所庁舎エレ
ベーターのリニューアル工
事に要する経費です。

0 18,360 1,080 1,080 1,080 △ 17,280 0

51 鷲宮総合支所LED照明整備事業 ○ 鷲宮総務管理課
地球環境に配慮したLED照
明を支所庁舎に導入する
経費です。

0 10,300 0 0 0 △ 10,300 0

52 市民税・諸税賦課事業

市民税課
菖蒲税務課
栗橋税務課
鷲宮税務課

市民税・軽自動車税の賦課
に要する経費です。

58,589 58,386 71,624 71,624 13,035 13,238 0

53 固定資産評価事業 資産税課
固定資産税・都市計画税の
適正な賦課を行うための評
価に係る経費です。

18,544 22,537 22,243 22,243 3,699 △ 294 0

54 固定資産空間データ整備事業 資産税課

固定資産税の課税対象を
適切に把握するための地
理情報システム等に係る経
費です。

25,298 20,069 19,713 19,713 △ 5,585 △ 356 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 9 / 39
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要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

55 市税徴収事業

収納課
菖蒲税務課
栗橋税務課
鷲宮税務課

納税相談・財産調査・滞納
処分等に要する経費です。

15,737 27,346 27,301 27,301 11,564 △ 45 0

56 市税収納事業 収納課
市税の収納及び還付・充当
に要する経費です。

84,865 87,818 87,648 87,648 2,783 △ 170 0

57 ペイジー・クレジット収納事業 ○
収納課
出納室

ペイジー（MPN）収納及びク
レジット収納を導入するた
めの経費です。

0 13,723 13,474 13,474 13,474 △ 249 0

58 戸籍事務事業

市民課（総合窓口）
菖蒲市民課
栗橋市民課
鷲宮市民課

戸籍法に基づく適正な戸籍
事務を行うために要する経
費です。

15,593 24,378 23,020 23,020 7,427 △ 1,358 0

59 住民基本台帳事務事業

市民課（総合窓口）
菖蒲市民課
栗橋市民課
鷲宮市民課

住民基本台帳法に基づく事務に要する経費です。25,357 29,950 27,092 27,092 1,735 △ 2,858 0

60 コンビニ交付事業 ○ 市民課（総合窓口）

コンビニエンスストアにおい
て、各種証明書を交付する
ためのシステム構築に要す
る経費です。

0 79,767 78,339 78,339 78,339 △ 1,428 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 10 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

61 選挙常時啓発推進事業 庶務課
選挙啓発推進に要する経
費です。

175 280 276 276 101 △ 4 0

62 県議会議員一般選挙執行事業

庶務課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

埼玉県議会議員一般選挙
の執行に要する経費です。

18,052 26,215 26,280 26,280 8,228 65 0

63
小林栢間土地改良区総代総選挙
執行事業

○ 菖蒲総務管理課
小林栢間土地改良区総代
総選挙の執行に要する経
費です。

0 488 488 488 488 0 0

64 県知事選挙執行事業 ○

庶務課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

埼玉県知事選挙の執行に
要する経費です。

0 51,776 51,896 51,896 51,896 120 0

65 平成２７年国勢調査事業 ○ 企画政策課

各種行政施策その他の基
礎資料を得るため、全市民
を対象に実施する国勢調
査に要する経費です。

0 57,964 58,031 58,031 58,031 67 0

66
平成２８年経済センサス活動調査
事業

○ 企画政策課

平成２８年度に実施する経
済センサス活動調査の準
備作業を行うための経費で
す。

0 105 105 105 105 0 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 11 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

67 商業統計調査事業 ○ 企画政策課
商業統計調査の立地環境
特性付け確認作業の実施
に要する経費です。

0 8 8 8 8 0 0

68 監査委員運営事業 監査委員事務局
監査委員の運営に要する
経費です。

1,388 1,368 1,368 1,368 △ 20 0 0

69 社会福祉協議会補助事業 社会福祉課
社会福祉協議会の運営（職
員の人件費）に要する補助
金です。

126,252 127,514 127,514 127,514 1,262 0 0

70 地域福祉計画推進事業 社会福祉課
地域福祉計画の推進に要
する経費です。

108 3,263 508 508 400 △ 2,755 0

71 生活困窮者自立支援事業 ○ 社会福祉課

生活保護に至る前の生活
困窮者を支援し自立促進を
図るために要する経費で
す。

0 31,059 31,028 31,028 31,028 △ 31 0

72 しょうぶ会館事業 しょうぶ会館
しょうぶ会館の運営に要す
る経費です。

9,102 9,161 9,370 9,370 268 209 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 12 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

73 しょうぶ会館管理事業 しょうぶ会館
しょうぶ会館の管理に要す
る経費です。

13,022 12,275 12,305 12,305 △ 717 30 0

74 障害支援区分認定調査事業 障がい者福祉課
障害支援区分認定調査に
要する経費です。

960 2,620 2,615 2,229 1,269 △ 391 △ 386
事業内容及び事業費を精
査した結果、減額としま
す。

75 介護給付費事業 障がい者福祉課
障がい者（児）の居宅介護
等のサービスの給付に要
する経費です。

1,310,431 1,351,052 1,327,126 1,327,126 16,695 △ 23,926 0

76 訓練等給付費事業 障がい者福祉課
障がい者（児）の自立訓練
等のサービスの給付に要
する経費です。

338,099 410,419 410,419 410,419 72,320 0 0

77 自立支援医療費事業 障がい者福祉課
障がい者への自立支援医
療給付に要する経費です。

188,182 131,877 131,877 131,877 △ 56,305 0 0

78 更生訓練費給付事業 障がい者福祉課

自立訓練等を実施する施
設に入所又は通所している
障がい者に、訓練後の社
会復帰の促進を図るため
に訓練費を支給する経費で
す。

1,210 2,475 2,475 2,475 1,265 0 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 13 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

79 重度心身障害者医療給付事業 障がい者福祉課

重度心身障がい者(児)が、
安心して医療を受けられる
よう医療費を給付する経費
です。

402,599 373,743 373,743 373,743 △ 28,856 0 0

80 くりの木管理運営事業 障がい者福祉課
障がい者支援施設くりの木
の管理運営(指定管理)に
要する経費です。

30,222 41,962 31,562 31,562 1,340 △ 10,400 0

81 老人ホーム入所者措置事業 介護福祉課

老人ホーム入所判定委員
会を開催し、養護老人ホー
ムへの入所措置を行うとと
もに、入所措置している方
の措置費に要する経費で
す。

69,450 75,570 75,570 75,570 6,120 0 0

82
高齢者日常生活用具購入費助成
事業

介護福祉課
菖蒲福祉課
栗橋福祉課
鷲宮福祉課

心身の機能の低下により防
火等の配慮が必要な高齢
者が、電磁調理器、火災警
報器、自動消火器を購入す
る場合、購入費の一部助成
に要する経費です。

50 520 209 209 159 △ 311 0

83 偕楽荘管理運営事業 介護福祉課

偕楽荘の指定管理者に措
置費を含む指定管理料を
支払うことにより、適正な管
理運営を行っていただくた
めに要する経費です。

122,228 136,479 129,709 129,709 7,481 △ 6,770 0

84 高齢者訪問事業 ○ 介護福祉課

６５歳以上の高齢者を対象
に相談や支援を行なうこと
で、健康増進につなげるた
めの経費です。

0 275 0 0 0 △ 275 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 14 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

85 生活機能検査事業 ○ 介護福祉課

要介護状態になるおそれ
のある高齢者を対象に運
動器関連の教室に参加す
るため医師の判断が必要
であり、そのため医療機関
での検査を要する経費で
す。

0 442 0 0 0 △ 442 0

86 市民後見推進事業 ○ 介護福祉課

成年後見制度での専門職
後見人以外の市民後見人
を中心とした支援体制を構
築するため体制の整備・強
化をし、市民後見人の活動
を推進する事業経費です。

0 10,079 9,212 9,212 9,212 △ 867 0

87 国民健康保険特別会計繰出事業 国民健康保険課
国民健康保険特別会計へ
の繰出金です。

1,330,881 1,126,415 1,118,072 1,118,072 △ 212,809 △ 8,343 0

88
後期高齢者医療広域連合負担金
事業

国民健康保険課

埼玉県後期高齢者医療広
域連合へ支払う共通経費
負担金及び医療給付費負
担金に要する経費です。

1,035,903 1,091,590 1,091,590 1,091,590 55,687 0 0

89 子ども医療費支給事業 子育て支援課

満15歳になった年の属する
年度の末日まで、子どもの
入院及び通院における医
療費のうち、保険診療分の
自己負担金に対して助成
金を支給する制度です。

512,031 496,849 496,352 496,352 △ 15,679 △ 497 0

90
自立支援医療費（育成医療）支給
事業

子育て支援課

身体に障がいのある児童
や病気を放置すれば障が
いが残ると認められる児童
に対して、手術等により確
実な治療効果が期待できる
場合に医療費を助成する
経費です。

5,802 9,225 9,035 9,035 3,233 △ 190 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 15 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

91 児童扶養手当給付事業 子育て支援課

父母の離婚などにより父ま
たは母と生計を同じくしてい
ない児童を養育している
父、母等に手当を支給しま
す。

474,610 474,427 470,401 470,401 △ 4,209 △ 4,026 0

92 児童手当給付事業 子育て支援課

月額10,000円または15,000
円（所得制限に該当する方
は、5,000円）を生まれた月
の翌月から中学校修了（15
歳到達後の年度末）まで支
給します。

2,348,105 2,311,699 2,311,130 2,311,130 △ 36,975 △ 569 0

93
地域子育て支援センター管理事
業

子育て支援課
公設の地域子育て支援セ
ンターの管理に要する経費
です。

2,235 3,454 3,111 3,111 876 △ 343 0

94 児童福祉施設入所事業 子育て支援課

経済的理由により入院助産
を受けられない場合の助産
施設及び母子避難等によ
る母子生活支援施設の入
所に要する経費です。

420 3,138 647 647 227 △ 2,491 0

95 私立保育所等委託事業 保育課
私立認可保育所等への保
育委託に要する経費です。

1,279,671 1,739,736 1,713,476 1,713,476 433,805 △ 26,260 0

96 私立保育所補助事業 保育課
私立保育所等の運営と保
育内容の充実を図るため
の補助金です。

188,364 207,003 207,003 207,003 18,639 0 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 16 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

97 放課後児童健全育成事業
保育課

菖蒲福祉課

各放課後児童クラブの管
理・運営に要する経費で
す。

151,567 167,328 152,944 152,944 1,377 △ 14,384 0

98 私立保育所施設整備費補助事業 保育課
私立保育所の施設整備に
対する補助金です。

259,420 232,230 232,230 232,230 △ 27,190 0 0

99 放課後児童クラブ施設整備事業 保育課
放課後児童クラブ施設の整
備に要する経費です。

131,718 198,557 160,320 166,010 34,292 △ 32,547 5,690
事業費の積算内容を精査
した結果、増額とします。

100 のぞみ園管理運営事業 障がい者福祉課
心身障がい児通園施設の
ぞみ園の管理運営(指定管
理)に要する経費です。

2,921 4,511 4,511 4,511 1,590 0 0

101 中央保育園改修事業 保育課
老朽化した市立中央保育
園の改修工事に要する経
費です。

5,471 330,320 267,754 267,754 262,283 △ 62,566 0

102 病児保育委託事業 ○ 保育課

病気の進行期または回復
期の児童等を一時的にお
預かりする事業を実施施設
に委託する経費です。

0 10,905 6,455 6,455 6,455 △ 4,450 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 17 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

103 生活保護事業 社会福祉課
生活保護及び中国残留邦
人等に対する支援に要する
扶助経費です。

2,624,424 2,658,868 2,658,868 2,658,868 34,444 0 0

104 地域医療対策事業 健康医療課

地域医療提供体制の確保
及び充実のために、救急輪
番病院に対する補助金等
に要する経費です。

20,043 22,973 22,459 22,459 2,416 △ 514 0

105
久喜市健康増進計画及び久喜市
食育推進計画策定事業

○ 健康医療課

久喜市健康増進計画及び
久喜市食育推進計画の評
価及び第２次計画策定に
かかる実態調査等に要す
る経費です。

0 1,151 1,159 1,159 1,159 8 0

106 予防接種事業 中央保健センター

感染のおそれがある疾病
の発生及びまん延の予防
を図るための予防接種の
実施に要する経費です。

382,482 334,961 331,445 331,445 △ 51,037 △ 3,516 0

107 成人健康診査事業 中央保健センター

生活習慣病の予防及び疾
病の早期発見を行うための
検診等の実施に要する経
費です。

198,996 175,210 174,495 174,495 △ 24,501 △ 715 0

108 休日夜間急患診療所運営事業 健康医療課
久喜・白岡休日夜間急患診
療所の運営に要する経費
です。

11,278 11,442 11,441 11,441 163 △ 1 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 18 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

109 健康管理システム運用事業 中央保健センター
健康管理システムの運用
に要する経費です。

3,605 21,312 21,258 21,258 17,653 △ 54 0

110 新エネルギー導入事業 環境課

地球温暖化対策として、安
定的なエネルギーの確保
に寄与するため、エネル
ギーシステムの設置者に
対する補助金です。

12,500 11,150 9,650 9,650 △ 2,850 △ 1,500 0

111 広域利根斎場組合負担金事業 環境課
広域利根斎場組合への負
担金です。

46,312 46,093 46,093 46,093 △ 219 0 0

112 緑のカーテン地域普及事業 ○ 環境課
地域での緑のカーテンの普
及・啓発に要する経費で
す。

0 786 438 438 438 △ 348 0

113 公害監視調査事業

環境課
菖蒲環境経済課
栗橋環境経済課
鷲宮環境経済課

各種の公害監視調査の実
施に要する経費です。

11,762 11,538 11,329 11,329 △ 433 △ 209 0

114 合併浄化槽普及促進補助事業 下水道業務課

補助対象地域において、合
併処理浄化槽の普及促進
を図るために要する補助金
です。

37,194 35,092 35,092 35,092 △ 2,102 0 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 19 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

115 水質汚濁防止事業 ○ 環境課
水質汚濁防止法で定める
現地調査の実施等に要す
る経費です。

0 884 867 867 867 △ 17 0

116 生活排水処理基本計画策定事業 ○ 下水道業務課
久喜市生活排水処理基本
計画の策定に要する経費
です。

0 15,042 15,042 15,042 15,042 0 0

117 久喜宮代衛生組合負担金事業 環境課
久喜宮代衛生組合への負
担金です。

2,290,277 2,290,200 2,232,312 2,232,312 △ 57,965 △ 57,888 0

118 ごみ処理施設整備推進事業 ○ 環境課

市内全域のごみ処理を可
能にする施設を建設するた
めの準備に要する経費で
す。

0 7,487 4,972 5,152 5,152 △ 2,335 180
市長の判断で増額としま
す。

119 北本地区衛生組合負担金事業 菖蒲環境経済課
北本地区衛生組合への負
担金です。

41,902 45,395 45,395 42,861 959 △ 2,534 △ 2,534
事業費の積算内容を精査
した結果、減額とします。

120 労働会館前用地取得事業 ○ 菖蒲環境経済課

関東財務局から駐車場用
地として賃貸借する国有地
について、労働会館利用者
の利便性を継続させるた
め、国有地を取得するため
に要する経費です。

0 11,034 10,074 10,950 10,950 △ 84 876
事業費の積算内容を精査
した結果、増額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 20 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

121 農業委員会運営事業 農業委員会事務局
農業委員会の運営に関す
る経費です。

20,527 20,098 20,086 20,086 △ 441 △ 12 0

122 環境保全型農業推進事業
農業振興課

菖蒲環境経済課
環境保全型農業の推進に
必要な経費です。

393 655 655 655 262 0 0

123 農産物ブランド化推進事業 農業振興課
久喜市産農産物のブランド
化に向けた取り組みに要す
る経費です。

918 171 171 171 △ 747 0 0

124 青年就農給付金事業 農業振興課
就農初期段階の経営が不
安定な青年就農者を支援
する給付金です。

9,000 7,500 7,500 7,500 △ 1,500 0 0

125 農業振興地域整備計画改定事業 ○ 農業振興課
農業振興地域整備計画の
見直しに要する経費です。

0 7,150 7,150 7,150 7,150 0 0

126 農業用施設補修事業

農業振興課
菖蒲環境経済課

菖蒲建設課
栗橋環境経済課

栗橋建設課
鷲宮環境経済課

鷲宮建設課

農業用施設の簡易補修、
機能維持に要する経費で
す。

86,478 80,642 76,908 76,908 △ 9,570 △ 3,734 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 21 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

127 雨水ポンプ管理事業
下水道業務課
下水道施設課

久喜菖蒲及び清久工業団
地周辺の農地への浸水被
害を防止するための雨水
排水ポンプ場の維持管理
に要する経費です。

10,502 11,668 11,650 11,650 1,148 △ 18 0

128
農業集落排水事業特別会計繰出
事業

下水道業務課
農業集落排水事業特別会
計に対する繰出金です。

390,000 475,006 389,367 389,367 △ 633 △ 85,639 0

129 土地改良施設負担金事業
農業振興課

菖蒲環境経済課
栗橋環境経済課

土地改良施設の整備及び
維持管理に要する負担金
です。

21,863 25,541 25,541 25,541 3,678 0 0

130 農業センター各種作業委託事業 鷲宮環境経済課
農業センターで受託作業を
委託する経費です。

12,852 12,802 12,802 12,802 △ 50 0 0

131 しみん農園管理事業

農業振興課
菖蒲環境経済課
栗橋環境経済課
鷲宮環境経済課

しみん農園久喜・菖蒲・栗
橋・鷲宮の管理に要する経
費です。

16,395 17,489 15,613 15,613 △ 782 △ 1,876 0

132 しみん農園運営事業 ○

農業振興課
菖蒲環境経済課
栗橋環境経済課
鷲宮環境経済課

しみん農園での自主開催
事業に要する経費です。

1,216 1,251 1,251 1,251 35 0 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 22 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

133
農業者トレーニングセンター管理
事業

菖蒲環境経済課
農業者トレーニングセン
ターの管理運営に要する経
費です。

7,979 7,972 7,891 7,891 △ 88 △ 81 0

134
農業者トレーニングセンター施設
整備事業

○ 菖蒲環境経済課

農業者トレーニングセン
ター利用者の利便性を向
上させるための施設整備に
要する経費です。

0 6,891 0 0 0 △ 6,891 0

135 商工会補助事業 商工観光課
商工会の実施する事業に
対する補助金です。

59,576 59,576 59,576 59,576 0 0 0

136 商店街活性化補助事業
商工観光課

菖蒲環境経済課
栗橋環境経済課

地元商店街活性化のため
の、商店街団体が実施する
各種共同事業に対し支援
するものです。

14,989 15,920 15,409 15,409 420 △ 511 0

137 企業等誘致事業 商工観光課
特定区域への企業等の誘
致推進に必要な優遇措置
に要する経費です。

120,047 225,172 224,759 224,759 104,712 △ 413 0

138 市営駐車場設備改修事業 ○ 商工観光課
平成９年に設置した機器が
老朽化したため、更新する
ものです。

0 9,072 9,072 9,072 9,072 0 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 23 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

139 創業支援補助事業 ○ 商工観光課
創業者を支援することで、
市内での創業を促し、空き
店舗の解消を図ります。

0 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0

140 観光協会補助事業 商工観光課

観光協会の統合に要する
経費及び観光協会の実施
する事業に対する補助金で
す。

9,074 24,904 21,904 21,904 12,830 △ 3,000 0

141 コスモスふれあいロード推進事業 鷲宮環境経済課
コスモスふれあいロードの
維持管理に要する経費で
す。

7,988 7,445 7,486 7,486 △ 502 41 0

142 市営釣場管理事業 商工観光課
市営釣場の管理に要する
経費です。

1,450 5,481 2,513 2,513 1,063 △ 2,968 0

143 街路灯フラッグ整備事業 ○ 鷲宮環境経済課
「らき☆すた」フラッグの更
新に要する経費です。

0 711 698 698 698 △ 13 0

144
コスモスふれあいロード休憩施設
整備事業

○ 鷲宮環境経済課
コスモスふれあいロードの
休憩施設の整備に要する
経費です。

0 500 0 0 0 △ 500 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 24 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

145 清久大池側溝補修事業 ○ 商工観光課

久喜市市営釣場の清久大
池駐車場の側溝及びグ
レーチングが破損している
ため、更新するものです。

0 13,629 0 0 0 △ 13,629 0

146 既存建築物耐震化補助事業 建築審査課

昭和56年5月31日以前の木
造住宅について、耐震診
断・耐震補強設計・耐震補
強工事及び建替え工事の
助成を行い、安全なまちづ
くりを目指す経費です。

5,750 5,750 5,750 5,750 0 0 0

147 民間建築物アスベスト対策事業 建築審査課
民間建築物のアスベスト含
有調査に対して補助金を交
付する事業です。

500 500 500 500 0 0 0

148 道路台帳整備事業

建設管理課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

道路の適正な管理のため、
道路台帳を整備する経費
です。

28,116 34,261 33,752 33,752 5,636 △ 509 0

149 公共基準点測量事業 建設管理課
市内公共基準点（2級）の改
定に要する経費です。

10,000 16,863 10,000 10,000 0 △ 6,863 0

150 道路補修事業

道路河川課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

傷んだ市道の舗装や側溝
の補修に要する経費です。

215,288 247,837 219,728 222,228 6,940 △ 25,609 2,500
事業費の積算内容を精査
した結果、増額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 25 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

151 道路ストック舗装修繕事業

道路河川課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

道路の舗装修繕業務に要
する経費です。

36,200 37,000 37,000 37,000 800 0 0

152 道路レスキュー事業 ○ 道路河川課

市民からの通報を受けた
際、現場に駆けつけ、道路
の穴埋めやカーブミラーの
不具合など、その場で対応
する経費です。

0 23,494 3,529 0 0 △ 23,494 △ 3,529
事業の全部を先送りとし
ます。

153 道路新設改良事業

道路河川課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

砂利道の舗装化・拡幅改良
など生活道路の整備に要
する経費です。

201,680 220,384 158,814 158,814 △ 42,866 △ 61,570 0

154
東鷲宮駅西口停車場線延伸整備
事業

鷲宮建設課

JR東鷲宮駅と東武鷲宮駅
を結ぶアクセス道路として、
東鷲宮駅西口停車場線の
延伸整備に要する費用で
す。

81,000 45,990 25,972 25,972 △ 55,028 △ 20,018 0

155 西堀・北中曽根線道路改良事業
道路河川課
菖蒲建設課

菖蒲地区と久喜地区を結
ぶ幹線道路の整備に要す
る経費です。

160,800 353,083 346,617 346,617 185,817 △ 6,466 0

156
市道鷲宮１８号線交差点改良事
業

鷲宮建設課

県道川越栗橋線を挟んでク
ランク状となっている交差
点を、十字交差の交差点へ
の改良に要する経費です。

5,500 38,192 37,498 37,498 31,998 △ 694 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 26 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

157 橋りょう長寿命化修繕事業

道路河川課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

市内の主な幹線道路に架
かる橋りょうを計画的に修
繕する経費です。

100,710 121,171 120,351 120,351 19,641 △ 820 0

158 圏央道側道整備事業負担金事業 都市計画課
圏央道の側道整備に要す
る負担金です。

209,180 291,000 313,487 313,487 104,307 22,487 0

159 利根川堤防対策事業 都市計画課

国が進める首都圏氾濫区
域堤防強化対策事業を円
滑に進めるために要する経
費です。

710 710 710 710 0 0 0

160 液状化対策推進事業 都市整備課
市内で液状化被害にあった
地区における液状化対策
に要する経費です。

73,519 4,426,312 4,345,840 4,345,840 4,272,321 △ 80,472 0

161
土地区画整理事業特別会計繰出
事業

都市整備課
土地区画整理事業特別会
計への繰出金に要する費
用です。

447,041 370,349 343,768 343,768 △ 103,273 △ 26,581 0

162 栗橋駅自由通路管理事業 栗橋建設課
栗橋駅自由通路を適正に
維持管理するために要する
経費です。

12,529 11,043 12,934 12,934 405 1,891 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 27 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

163 東鷲宮駅周辺整備事業 都市整備課
東鷲宮駅東西連絡地下道
バリアフリー化及び同駅周
辺整備に要する経費です。

274,037 275,039 50,039 50,039 △ 223,998 △ 225,000 0

164
久喜駅西口駅前広場施設改修整
備事業

○ 都市整備課

久喜駅西口駅前広場への
ドライミストの設置等、駅前
広場施設の改修に要する
経費です。

0 8,000 0 0 0 △ 8,000 0

165 ドライミスト設置事業 ○ 都市整備課

久喜駅西口駅前広場への
ドライミストの設置等、駅前
広場施設の改修に要する
経費です。

0 0 500 500 500 500 0

166 街路用地管理事業 都市整備課
街路用地の管理に要する
経費です。

1,802 5,300 5,204 5,204 3,402 △ 96 0

167 東停車場線整備事業
建設管理課
都市整備課

久喜駅東口大通りの延伸
整備に要する経費です。

210,375 118,351 85,600 85,600 △ 124,775 △ 32,751 0

168 鷲宮産業団地青毛線整備事業 都市整備課

新市の一体化を促す道路
の一つである鷲宮産業団
地青毛線の整備に要する
経費です。

7,200 4,000 4,000 4,000 △ 3,200 0 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 28 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

169 佐間・八甫線整備事業 都市整備課
新市の一体化を促す道路
の一つである佐間・八甫線
の整備に要する経費です。

62,000 92,600 56,396 56,396 △ 5,604 △ 36,204 0

170 総合運動公園施設改修事業 都市整備課
総合運動公園の施設の改
修に要する経費です。

11,527 134,258 21,074 20,879 9,352 △ 113,379 △ 195
事業費の積算内容を精査
した結果、減額とします。

171 （仮称）菖蒲運動公園整備事業 都市整備課
（仮称）菖蒲運動公園の整
備に要する経費です。

44,436 522,060 300,000 300,000 255,564 △ 222,060 0

172 久喜区検察庁跡地整備事業 ○
企画政策課
都市整備課

久喜区検察庁跡地を取得
し、公園として整備する経
費です。

0 216,571 153,138 153,138 153,138 △ 63,433 0

173 太鼓田公園改修事業 ○ 菖蒲建設課
太鼓田公園を全面改修す
る経費です。

0 44,342 0 0 0 △ 44,342 0

174 森下公園テニスコート改修事業 ○ 菖蒲建設課
テニスコートの人工芝を全
面張り替える経費です。

0 7,131 7,001 7,001 7,001 △ 130 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 29 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
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平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

175 福祉健康の森健康公園改修事業 ○ 菖蒲建設課

廃止となったラベンダー堤・
あやめ園の補完のため、植
栽場所を新設する事業で
す。

0 2,739 0 0 0 △ 2,739 0

176 雨水排水施設管理事業
下水道業務課
下水道施設課

市街地の浸水被害を防止
するため、調整池及び遊水
池の維持管理に要する経
費です。

12,208 9,185 9,107 9,107 △ 3,101 △ 78 0

177 下水道事業特別会計繰出事業 下水道業務課
下水道事業特別会計に対
する繰出金です。

1,740,000 1,993,626 1,717,687 1,717,687 △ 22,313 △ 275,939 0

178 市営住宅管理事業 営繕課
市営住宅柳島団地、松永
団地の維持に要する経費
です。

1,306 2,293 1,293 1,293 △ 13 △ 1,000 0

179
埼玉東部消防組合負担金事業
(常備消防費)

消防防災課
埼玉東部消防組合への負
担金（常備消防分）です。

2,082,614 2,082,614 2,082,614 2,088,765 6,151 6,151 6,151
事業費の積算内容を精査
した結果、増額とします。

180 消防団活動事業 消防防災課
火災や災害の拡大を防止
するための消防団活動の
推進に要する経費です。

80,417 89,131 81,432 82,194 1,777 △ 6,937 762
事業費の積算内容を精査
した結果、増額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 30 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

181 防災行政無線整備事業 消防防災課
防災行政無線固定系デジ
タル化実施設計業務に要
する経費です。

5,400 16,478 16,179 16,179 10,779 △ 299 0

182 自主防災組織育成事業 消防防災課
自主防災組織の育成を進
めるための経費です。

8,780 8,780 8,780 8,780 0 0 0

183 防災備蓄品整備事業
消防防災課
社会福祉課
健康医療課

災害時要援護者の避難生
活を確保するための食料、
生活必需品及び資機材の
備蓄に要する経費です。

7,660 7,982 8,443 7,012 △ 648 △ 970 △ 1,431
事業費の積算内容を精査
した結果、減額とします。

184 被災者支援システム導入事業 ○ 消防防災課
被災者支援システムの導
入に要する経費です。

0 880 0 0 0 △ 880 0

185 学校ＷＡＮ維持管理事業 指導課

庁舎と各学校及び各学校
間におけるコンピュータネッ
トワーク環境及び校務用コ
ンピュータ等の維持管理に
要する経費です。

35,995 44,482 39,052 39,052 3,057 △ 5,430 0

186
市立小・中学校学区等審議会運
営事業

○ 学務課
市立小・中学校学区等審議
会を開催するための経費で
す。

0 864 540 540 540 △ 324 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 31 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
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最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

187 防犯カメラ設置事業 ○ 学務課

全ての小中学校等に防犯
カメラを設置し、安全安心
な教育環境の向上を図るた
めの経費です。

0 6,729 4,968 4,968 4,968 △ 1,761 0

188 英語教育指導事業 指導課

小学校における外国語活
動、中学校における英語教
育の充実、及び国際理解
教育の推進を図る経費で
す。

49,347 51,717 50,817 50,817 1,470 △ 900 0

189 教職員研修事業 指導課

市教育委員会が主催する
研修会や、市教育研究部
会が実施する事業及び学
校が実施する校内研修等
を通じて、教職員の資質向
上を図るために要する経費
です。

4,194 30,779 30,065 30,065 25,871 △ 714 0

190 小学校理科支援員等配置事業 指導課

小学校理科教育の充実、
教員の指導力の向上を図
るために支援員を派遣する
経費です。

1,388 2,516 2,516 2,516 1,128 0 0

191
小規模学校・小規模学級活性化
事業

○ 指導課

小規模学校・小規模学級の
児童が中学校入学時の
ギャップを軽減させるため
に実施する事業に要する経
費です。

0 62 62 62 62 0 0

192 小中学校タブレット端末導入事業 ○ 指導課
市内すべての小・中学校に
タブレット端末を整備する
のに要する経費です。

0 42,332 7,563 10,398 10,398 △ 31,934 2,835
市長の判断で増額としま
す。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 32 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
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（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

193 小学校運営事業 小学校（教育総務課）
各小学校の運営に要する
経費です。

50,373 47,540 45,847 45,847 △ 4,526 △ 1,693 0

194 小学校維持管理事業

教育総務課
久喜分室
栗橋分室
鷲宮分室

各小学校の施設・設備の維
持管理に要する経費です。

161,549 153,880 151,096 151,096 △ 10,453 △ 2,784 0

195 情報教育機器維持管理事業 指導課
小学校の教育用コンピュー
タ等の維持管理に要する経
費です。

57,131 49,885 49,849 49,849 △ 7,282 △ 36 0

196 小学校教材整備事業
小学校

（学務課）
各小学校の教材の整備充
足に要する経費です。

37,249 34,807 33,753 33,753 △ 3,496 △ 1,054 0

197 小学校耐震化整備事業
教育総務課

指導課

小学校校舎の耐震化を図
る経費及び小学校の耐震
化工事に伴い、校務用の
学校ＷＡＮシステムおよび
校務用・教育用のＬＡＮケー
ブル等の移設と再構築を行
うのに要する経費です。

169,535 421,303 382,954 382,954 213,419 △ 38,349 0

198 小学校プール改修事業 教育総務課
小学校のプール改修に要
する経費です。

59,826 29,390 29,390 29,390 △ 30,436 0 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 33 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）
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最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

199 久喜小学校プール改築事業 教育総務課
久喜小学校のプールの改
築に要する経費です。

318,000 4,000 4,000 4,000 △ 314,000 0 0

200 青葉小学校プール改築事業 ○ 教育総務課
青葉小学校のプールの改
築に要する経費です。

0 9,300 8,610 8,610 8,610 △ 690 0

201 中学校運営事業
中学校

（教育総務課）
各中学校の運営に要する
経費です。

29,815 28,250 27,463 27,463 △ 2,352 △ 787 0

202 中学校維持管理事業

教育総務課
久喜分室
栗橋分室
鷲宮分室

各中学校の施設・設備の維
持管理に要する経費です。

94,591 89,881 98,206 98,206 3,615 8,325 0

203 中学校教材整備事業
中学校

（学務課）
各中学校の教材の整備充
足に要する経費です。

32,738 30,543 32,505 32,505 △ 233 1,962 0

204
バスケットボールルール改正対
応事業

○ 学務課
体育授業等で使用している
器具を整備するための経
費です。

0 963 0 0 0 △ 963 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 34 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
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最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

205 中学校耐震化整備事業
教育総務課

指導課

中学校校舎の耐震化を図
る経費及び中学校の耐震
化工事に伴い、校務用の
学校ＷＡＮシステムおよび
校務用・教育用のＬＡＮケー
ブル等の移設と再構築を行
うのに要する経費です。

1,881 89,132 87,522 87,522 85,641 △ 1,610 0

206 幼稚園管理事業 幼稚園（学務課）
各幼稚園の管理に要する
経費です。

7,201 6,965 6,819 6,819 △ 382 △ 146 0

207 幼稚園運営事業
幼稚園

（学務課）
各幼稚園の運営に要する
経費です。

28,279 27,389 27,719 27,719 △ 560 330 0

208 幼稚園就園奨励費補助事業 学務課

幼稚園教育の振興を図る
ため、私立幼稚園在籍園
児の保護者への適切な支
援を行うための経費です。

239,176 199,174 199,174 199,174 △ 40,002 0 0

209
市立幼稚園保育料等検討委員会
運営事業

○ 学務課

子ども子育て新制度による
公立幼稚園の適正な保育
料を検討するための経費で
す。

0 540 540 540 540 0 0

210 放課後子ども教室推進事業 生涯学習課

小学校の余裕教室等を活
用し、子どもたちの安全安
心な活動拠点を設ける経
費です。

7,553 6,454 6,161 6,161 △ 1,392 △ 293 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 35 / 39
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査定内容

211
いきいき活動センターしずか館管
理事業

生涯学習課
いきいき活動センターしず
か館の管理に要する経費
です。

8,452 8,024 7,964 7,964 △ 488 △ 60 0

212 公民館管理事業 中央公民館
公民館の施設及び設備の
維持管理に要する経費で
す。

65,136 68,474 64,768 65,768 632 △ 2,706 1,000
事業内容を精査した結
果、増額とします。

213 公民館運営事業 中央公民館
公民館の運営に要する経
費です。

24,290 26,050 23,710 23,710 △ 580 △ 2,340 0

214 森下公民館施設改修事業 ○ 中央公民館
公民館施設及び設備の改
修に要する経費です。

0 2,235 0 0 0 △ 2,235 0

215 図書館資料整備事業 中央図書館
図書、雑誌、新聞、視聴覚
資料等の図書館資料の充
実に係る経費です。

38,202 34,653 34,247 35,445 △ 2,757 792 1,198
市長の判断で増額としま
す。

216 中央図書館施設設備更新事業 中央図書館

図書館利用者が安心して
快適に利用できるよう施設
設備の改修工事、修繕工
事を行うための経費です。

8,443 4,946 883 883 △ 7,560 △ 4,063 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 36 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

217 文化財保護事業 文化財保護課
市指定文化財の保護・保
存、活用及び啓発活動等
に要する経費です。

5,212 5,645 4,304 4,304 △ 908 △ 1,341 0

218 市史編さん事業 文化財保護課
久喜市栗橋町史編さん事
業に要する経費です。

11,546 6,196 4,721 4,721 △ 6,825 △ 1,475 0

219 郷土資料館管理事業 文化財保護課
郷土資料館の維持管理に
要する経費です。

506 1,127 901 901 395 △ 226 0

220 特別企画展等実施事業 文化財保護課

特別展・企画展の開催及び
青葉小学校文化財展示室
リニューアル化に要する経
費です。

2,390 3,874 3,239 3,239 849 △ 635 0

221 （仮称）久喜マラソン大会事業 ○ 生涯学習課
（仮称）久喜マラソン大会の
実施に要する経費です。

0 14,426 5,000 5,000 5,000 △ 9,426 0

222
久喜市スポーツ推進計画策定事
業

○ 生涯学習課
久喜市スポーツ推進計画を
策定するための審議会に
係る経費です。

0 270 270 270 270 0 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 37 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

223 体育施設管理事業 生涯学習課
体育施設、B＆G海洋セン
ターの管理に要する経費で
す。

179,546 178,699 176,778 176,778 △ 2,768 △ 1,921 0

224
栗橋B＆G海洋センター用地買収
事業

○ 生涯学習課
栗橋B＆G海洋センター用
地の買収に要する経費で
す。

0 65,559 3,475 3,475 3,475 △ 62,084 0

225 学校給食運営事業
学務課

教育総務課

安全で安心な学校給食を
実施、運営するための経費
です。

1,132,743 1,208,861 1,197,881 1,197,881 65,138 △ 10,980 0

226 元金償還事業 財政課
市債の元金償還に要する
経費です。

4,676,724 4,880,732 4,880,732 4,880,732 204,008 0 0

227 利子償還事業 財政課
市債の利子償還に要する
経費です。

618,738 548,254 548,254 548,254 △ 70,484 0 0

228
場外発売場環境整備基金積立事
業

企画政策課
場外発売場環境整備基金
への積立金です。

105,012 120,025 120,025 120,025 15,013 0 0

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 38 / 39



（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
財政課
査定額

（C）

平成27年度
最終査定額

（D）

比較1
（D)－（A）

比較2
（D)－（B）

比較3
（D)－（C）

査定内容

229
東日本大震災復興交付金基金積
立事業

都市整備課
東日本大震災復興交付金
基金への積立に係る経費
です。

73,286 4,425,994 4,345,522 4,345,522 4,272,236 △ 80,472 0

230 ごみ処理施設整備基金積立事業 ○ 環境課
新ごみ処理施設整備基金
への積立金です。

0 50,001 50,001 50,001 50,001 0 0

231
（仮称）本多静六記念 市民の森・
緑の公園整備基金積立事業

○ 都市整備課
（仮称）本多静六記念　市
民の森・緑の森の公園整備
基金への積立金です。

0 200,001 200,001 200,001 200,001 0 0

※No.200は、「青葉小学校プール改築工事」から「青葉小学校プール改築事業」へ事業名称を変更しました。
※No.230は、「新ごみ処理施設整備基金積立事業」から「ごみ処理施設整備基金積立事業」へ事業名称を変更しました。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 39 / 39


